
学習者用たんまつを使う時のルール（４・５・６年生用） 

【はじめに】 

 みなさんが学校からかりている学習者用たんまつは色々なことができます。上手に使うことで、

学校やクラスがお休みになった時にもお家で学習ができます。ルールを守って、みんなが気持ちよ

く学習できるようにしましょう。また、先生からせつ明があったことい外には使わないようにしま

しょう。 

 

【持ち帰れるもの】 

(1) 学習者用たんまつ 

 

【持ち運ぶ時のルール】 

・学習者用たんまつを持ち運ぶ時には、ランドセルか手さげに入れて、学校への行

き帰りには出さないようにしましょう。 

・放か後は学習者用たんまつが、かばんの中にあるということに気をつけて、自分の近くや 

先生からせつ明された場所におくようにしましょう。 

・学習者用たんまつを入れているランドセルやかばんをおく時は、しずかにおくようにしましょう。

（らんぼうにおくと学習者用たんまつがこわれる原いんになります） 

 

【使う時のルール】 

・学校で先生からせつ明されたこと（しゅくだいやオンライン学習）い外では使わないように 

しましょう。 

・ＩＤやパスワードなどは他の人には言わないようにしましょう。 

・人の名前や写真などを学習者用たんまつには入れないようにしましょう。 

・学習者用たんまつは、使わない時は電げんを切りましょう。 

・学習者用たんまつにはっているシールをはがさないようにしましょう。 

・お家で、学習者用たんまつを使う時は、次のような所では使わないように 

しましょう。 たとえば：あつい所やぬれている所。落ちそうな所やふまれそうな所。 

 

【こんな時は】 

・学習者用たんまつを学校に返す日にお休みする時は、ほかの日に自分で返しましょう。 

・学習者用たんまつをなくしてしまったり、こわしてしまったりした時には、すぐにお家の人と 

先生にお話ししましょう。 

                                                        

 

 

 

 



 

【保護者の皆様へ】 

※破損・紛失・故障等で使用できない場合は必ず学校に連絡してください。 

※故意的な行為や不適切な取扱いによる破損・紛失については、ご家庭に負担していただく 

場合があります。 

例 登下校中、置き忘れたことによる紛失・破損 

  本体を投げたことによる破損 

   不適切な場所に置いた結果による破損 

   不適切な場所で使用していたことによる破損 

   本人以外の方が使用したことによる破損    等 

※大阪市の備品であり、卒業・転校の際には返却していただきます。 

 


